
新旧対照表 
新 旧 

千葉県特定建築物指導要綱 
 
第１～第５ 略 
第６ 飲料水の給水設備の管理 
１  特定建築物維持管理権原者は、令第２条第２号イに規定する飲料水の給水

に関する設備の維持管理及び水質検査の実施について、規則第４条の規定によ
る他、次の規定に留意して実施すること。 
（１）～（３） 略 
（４）水質検査の結果が、水質基準に関する省令（平成１５年厚生労働省令第

１０１号）の表中 ６の項、３３の項、３５の項、３６の項及び４１の項の
上欄に掲げる事項について、水質基 準に適合している場合には、次回の水
質検査において当該項目を省略して差し支えない。 

 
２ 略 
   
３ 略 
 
第７～第９ 略 
 
附 則 
（施行期日） 
 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 
 
附 則 
（施行期日） 
 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 
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１  特定建築物維持管理権原者は、令第２条第２号イに規定する飲料水の給水

に関する設備の維持管理及び水質検査の実施について、規則第４条の規定によ
る他、次の規定に留意して実施すること。 
（１）～（３） 略 
（４）水質検査の結果が、水質基準に関する省令（平成１５年厚生労働省令第

１０１号）の表中 ６の項、３２の項、３４の項、３５の項及び４０の項の
上欄に掲げる事項について、水質基 準に適合している場合には、次回の水
質検査において当該項目を省略して差し支えない。 

 
２ 略 
   
３ 略 
 
第７～第９ 略 
 
附 則 
（施行期日） 
 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 
 
附 則 
（施行期日） 
 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 



 
附 則 
（施行期日） 
 この要綱は、平成２２年１０月１日から施行する。 
 
附 則 
（施行期日） 
 この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。 
 
附 則 
（施行期日） 
 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
 
 
 
様式 略 
 
 

 
附 則 
（施行期日） 
 この要綱は、平成２２年１０月１日から施行する。 
 
附 則 
（施行期日） 
 この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
様式 略 
 
 

 


